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資料④ 事業効果の評価指標の設定 
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１．目標値の設定 
 

○ 居住誘導に関する目標値の算出方法 

 

□ 三原市の人口と施設数の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【商業施設】 

・中国地方の自治体の人口と 1,000 ㎡以上の商業施設の関係は以下の図に示すような人口と

の正の相関関係にあります。これによると三原市は人口に対する商業施設の施設数は少な

い状況です。 

・令和 12(2030)年の社人研の推計では人口が約 8.2 万人に減少すると予測されており、こ

の相関関係に近づくとすると、1,000 ㎡以上の商業施設は維持される可能性があります。 

図 中国地方の自治体人口と 1,000 ㎡以上の商業施設数の関係 

※自治体の人口は平成 22（2010）年国勢調査、商業施設は 2014 全国大型小売店総覧 

三原市 

R12 
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図 中国地方の自治体人口と医療施設数の関係 

※自治体の人口は平成 22（2010）年国勢調査、医療施設は平成 26（2014）年度医療施設（静態・動態）調査 

  

【医療施設】 

・中国地方の自治体の人口と医療施設（病院、診療所）の関係は以下の図に示すような人口と

の正の相関関係にあります。これによると三原市は人口に対する医療施設の施設数は少ない

状況です。 

・令和 12(2030)年の社人研の推計では人口が約 8.2 万人に減少すると予測されており、この

相関関係から医療施設が現状より 10 施設程度無くなる可能性があります。 

・社人研推計値よりも人口を 8％増加させることができれば現状の医療施設の数を維持できる

可能性があります。 

8％増加できると施設を維持 

三原市 

R12 
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 図 中国地方の自治体人口と銀行の関係 

※自治体の人口は平成 22（2010）年国勢調査、銀行は平成 28（2016）年 12 月 i タウンページより検索 

 

 

  

y = 0.00022x - 2.27929
R² = 0.93480
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82,355人（社人研推計Ｈ42人口）であっても

施設は維持できる可能性有り

【銀行】 

・中国地方の自治体の人口と銀行の関係は以下の図に示すような人口との正の相関関係にあ

ります。これによると三原市は人口に対する銀行の施設数は少ない状況です。 

・令和 12(2030)年の社人研の推計では人口が約 8.2 万人に減少すると予測されており、この

相関関係に近づくとすると、銀行は維持される可能性があります。 

三原市 

R12 
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【居住誘導区域の人口の目標値の考え方】 

以上より、居住誘導区域の人口については日常生活に必要な施設である商業施設や医療施設、

銀行の施設数が維持されるように、令和 12(2030)の人口目標を社人研の推計から概ね 8％増

加を目指すこととします。 
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２．施策の達成状況に関する評価方法の設定例 
 

「都市構造の評価に関するハンドブック」（平成 26(2014)年 8 月：国土交通省都市局都市計画

課）に示されている生活の利便性、健康・福祉など６つの分野から評価する手法 

 

表 都市構造の評価に関するハンドブックに示されている主な評価手法 

評価分野 評価軸 主な評価例 

①
生
活
利
便
性 

都市機能や居住機

能を適切に誘導す

ることにより、歩

いて行ける範囲

に、日常生活に必

要な、医療、福祉、

商業などの生活機

能と公共交通機能

が充足した街を実

現すること 

■適切な居住機能の誘導 

・都市機能誘導区域など生活利

便性の高い区域及びその周辺

に居住が誘導され、徒歩圏で

必要な生活機能等を享受でき

ること 

◇居住を誘導する区域における

人口密度 

◇日常生活ｻｰﾋﾞｽ機能等を徒歩

圏で享受できる人口の総人口

に占める比率（医療、福祉、商

業及び公共交通） 

■都市機能の適正配置 

・都市機能が生活の拠点など適

切な区域に立地、集積しているこ

と 

◇日常生活ｻｰﾋﾞｽ施設の徒歩圏

における平均人口密度 

■公共交通ｻｰﾋﾞｽ水準の向上 

・公共交通のｻｰﾋﾞｽ水準が高まり

利用率が向上していること 

◇公共交通の機関分担率 

◇公共交通沿線地域の人口密度 

②
健
康
・
福
祉 

 

市民の多くが歩い

て回遊する環境を

形成することによ

り、市民が健康に

暮らすことのでき

る街を実現するこ

と 

■徒歩行動の増加と健康の増進 

・高齢者等の社会活動が活発化

し徒歩等の移動が増大するこ

と 

・それにより市民の健康が増進

すること 

◇ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑとその予備軍

の受診者に占める割合 

◇徒歩、自転車の機関分担率 

■都市生活の利便性の向上 

・日常生活ｻｰﾋﾞｽ機能や公共交通

ｻｰﾋﾞｽが徒歩圏域で充足して

いること 

◇福祉施設を中学校区程度の範

囲内で享受できる高齢者人口の

割合 

◇保育所の徒歩圏に居住する幼

児人口の総幼児人口に占める

割合 

■歩きやすい環境の形成 

・歩行者空間が充実し、公園緑地

も住まいの近くに配置される

など歩きやすい環境が整備さ

れていること 

◇歩行者に配慮した道路延長の割

合 

◇高齢者徒歩圏内に公園がない

住宅の割合 
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③
安
全
・
安
心 

災害や事故等によ

る被害を受ける危

険性が少ない街を

実現すること 

■安全性の高い地域への居住の誘導 

・災害危険性の少ない地域等に適

切に居住が誘導されているこ

と 

◇防災上危険性が懸念される

地域に居住する人口の割合 

■歩行環境の安全性の向上 

・都市内において安全な歩行環境

が確保されていること 

◇歩行者に配慮した道路延長の割

合 

■市街地の安全性の確保 

・ｵｰﾌﾟﾝｽﾍﾟｰｽの適切な確保など、

市街地の災害や事故に対する

安全性が確保されていること 

◇公共空間率 

◇最寄り緊急避難場所までの

平均距離 

◇人口あたりの交通事故死亡

者数 

■市街地の荒廃化の抑制 

・空き家等が減少し、荒廃化や治安

悪化が抑制されていること 

◇空き家率 

④
地
域
経
済 

都市ｻｰﾋﾞｽ産業が

活発で健全な不動

産市場が形成され

ている街を実現す

ること 

■ﾋﾞｼﾞﾈｽ環境の向上とｻｰﾋﾞｽ産業

の活性化 

・都市機能誘導区域における昼間

人口等の集積が高まり、医療、

福祉、商業等のｻｰﾋﾞｽ産業が活

性化すること 

◇従業者一人あたりの第三次

産業売上高 

◇従業人口密度 

■健全な不動産市場の形成 

・地価や賃料水準が維持、向上し、

空き家など未利用不動産の発生

が抑制されること 

◇平均住宅宅地価格 

⑤
行
政
運
営 

市民が適切な行政

ｻｰﾋﾞｽを享受でき

るよう、自治体財

政が健全に運営さ

れている街を実現

すること 

■都市経営の効率化 

・人口密度の維持、公共交通の持

続性向上、高齢者の外出機会の

拡大などにより行政経営の効率

化が図られていること 

◇市民一人当たりの行政ｺｽﾄ 

◇居住を誘導する区域におけ

る人口密度 

 

■安定的な税収の確保 

・医療、福祉、商業等の第三次産

業が活発となること 

・地価が維持、増進すること 

◇市民一人当たりの税収額 

◇従業者一人当たりの第三次

産業売上高 

◇平均住宅宅地価格 

⑥
エ
ネ
ル
ギ
ー
／
低
炭
素 

エネルギー効率が

高く、エネルギー

消費量、二酸化炭

素排出量が少ない

街を実現すること 

■運輸部門における省ｴﾈ化・低炭素化 

・公共交通の利用率が向上すると

ともに、日常生活における市民

の移動距離が短縮すること 

◇市民一人当たりの自動車

CO2 排出量 

◇公共交通の機関分担率 

■民生部門における省ｴﾈ化・低炭素化 

・民生部門におけるエネルギー利

用効率が向上し、エネルギー消

費量が減少すること 

◇家庭部門における市民一人

当たりの CO2 排出量 

◇業務部門における従業者一

人当たりの CO2 排出量 


